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（参照）アメリカの特許における発明の着想、実施、継続の立証方法としてのラボノー

トについて② 

 

ラボノートは発明を自ら証明するための記録であることから、単なる記録では特許の

ための重要な証拠にはならない。アメリカ連邦証拠規則からも証人による記録の補強に

よって証拠として意味を持つようになることから、ラボノートも適切に証人による署名

が必要になる。ラボノートに署名する証人は他人でなければならない。他人というのは、

出願する特許権に利害が関係しない者でなければならない。特許出願によって利益を得

る者、たとえば特許出願における共同出願者は、当然証人にはなれない。共同研究者も

証人にはなれないと考えるべきである。また、証人はラボノートに記載された内容につ

いて、理解できなければならない。ラボノートへの理解を形式的な理解と実質的な理解

に分けるとするなら、証人は形式的な理解をしていなければならない。一方、実質的な

理解については特許に関する趣旨を理解できない者は証人にはなれない。 

証人は、基本的に記載された日毎にラボノートに著名することが望ましい。業務が終

了した毎にまとめて、証人が署名する方法もある。その場合でも、証人はすべてをまと

めて著名するのではなく、一定の期間毎に、著名することが望ましい。 
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